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中国国家税務総局、第 42号公告を公布 

2016年 7月 13日、国家税務総局（以下「SAT」）は、「関連取引申告および移転価格同

時文書化の管理に関する公告」（以下「第 42号公告」）」を公布した。第 42号公告は、現

行の「特別納税調整実施弁法（試行）（国税発[2009]2号文）」（以下「2号文」）」の第 2

章、第 3章、第 74条および第 89条で規定する同時文書化規定を置き換えるもので、

2016年 1月 1日から開始する事業年度から適用される。同公告は、OECD（経済協力

開発機構）／G20 （20 ヶ国・地域財務相・中央銀行総裁会議）が BEPS行動計画 13で

推奨した移転価格文書化の内容を中国の税制に取り入れたものである。また、第 42号

公告は、「国家税務総局『中華人民共和国企業年度関連取引往来報告表』の発布に関

する通知（国税発[2008]114号）」（以下「114号文」）により企業所得税申告書と共に提

出を求められている既存の関連取引申告様式を置き換えるものである。OECD／G20が

BEPS行動計画 13で推奨したもう一つの移転価格文書、すなわち Country-by-Country 

Report（以下「国別報告書」）は、新たな関連取引申告様式として取り入れられた。 

同公告の公布は、2015年 9月に公布された 2号文改定への意見募集稿（詳細はチャイ

ナタックスアラート第 25回（2015年 9月）を参照）に続き、特別納税調整にかかわる一

件の通達が公布されることを期待していた読者にとって意外かもしれない。現時点で、中

国の改正移転価格公布日は不明であるが、第 42号公告は、SATが OECD／G20によ

る BEPS行動計画を中国に取り入れる（詳細はチャイナタックスアラート第 28回（2015

年 10月）を参照）ために公布する一連の最初の通達と見るべきである。 

本アラートでは、同公告の主要内容および２号文との改正点、それらが納税者に及ぼす

影響について考察する。 

42号公告の主要内容 

1. 関連取引往来報告表の申告人（第一条） 

2号文第十一条の要求を踏まえ、42号公告によると、帳簿査定徴収を実行する居住者

企業および中国国内で施設を設立し、実際の状況に基づき、企業所得税を申告納付す
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チャイナタックスアラート 
（中国税務速報） 

本アラートの分析対象法規： 

 中華人民共和国国家税務総

局（以下「SAT」）の 2016年 7

月 13日付公布「関連取引申

告および移転価格同時文書化

の管理に関する公告」（以下

「42号公告」） 

 SATの 2015年 9月 17日付

公布「特別納税調整実施弁法

（意見募集稿）」（以下「意見募

集稿」） 

 SATの 2008年 12月 5日付

公布「国家税務総局『中華人

民共和国企業年度関連取引

往来報告表』の発布に関する

通知」（以下「114号文」） 

 SATの 2015年 6月 16日付

公布「費用分担契約の管理の

適正化に関する公告」（以下

「45号公告」） 
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る非居住者企業は、年度企業所得税納税申告書を提出する場合、『中華人民共和国企

業年度関連取引往来報告表（2016年版）』（以下「新表」）も提出する必要がある。 

2. 関連関係（第二条、第三条） 

42号公告は関連関係の種類を明確にし、企業、組織または個人の関連関係を構成する

状況を更に規定する。 

3. 関連取引（第四条） 

42号公告における関連取引の種類の規定は、主に金融資産の譲渡を更に明確にし、資

金融通および役務取引の種類を更に細分化している。 

4. 国別報告書の記入義務、情報交換、提出義務（第五条から第九条まで） 

国別報告、いわゆる中国移転価格法規の新要求に対して、42号公告は意見稿をもと

に、国別報告申告義務および税務機関が関連情報を得る権利について、更に細分化し

ている。 

5. 同時文書（第十条から第二十六条まで） 

同時文書は 42号公告の重要な構成部分である。42号公告は、将来の中国移転価格管

理におけるコンプライアンス義務を体系的に説明している。第十条から第十七条はマスタ

ーファイル、ローカルファイル、および特殊事項文書の構造およびそれらの内容の要求を

規定、第十八条は同時文書の作成義務を明確に規定、第十九条から第二十条は同時文

書の準備および提出の期限を規定、第二十一条から第二十六条は申告管理について規

定している。 

6. 企業年度関連取引往来報告表 

42号公告における企業年度関連取引往来報告表は、114号公告の 9表から 22表に増

加している。また、企業年度関連取引往来報告表は、中国語と英語で作成される国別報

告書を含む。 

主な改正点 

関連関係 

42号公告は企業関連関係の種類および条件を更に豊富にし、また細分化している。42

号公告における貸借資金（貸借資金総額が実収資本金に占める比率を算出するためよ

り具体的な公式を含む）、姻戚関係および実質的な事業支配による関連関係の規定は意

見募集稿と同じである。二号文に比べて、これらの規定は更に厳格で具体的である。 

関連取引 

42号公告は二号文をもとに金融資産関連の関連取引の種類を増加させている。売挂

金、受取手形、その他未収金、株式投資（株式譲渡を含む）、債権投資および金融派生

ツールが形成する資産などが含まれる。また、資金融通および関連役務取引の種類も増

加している。上述の改正は、企業の関連取引の手配と開示に、より明確な要求をしてい

る。 

国別報告書の申告義務 

居住者企業は、企業年度関連取引往来報告表を申告する際、以下の二つの状況におい

て国別報告書を記入しなければならない。 

本アラートの分析対象法規： 

 SATの 2015年 3月 18日付

公布「企業の国外関連者への

費用支払に係る企業所得税の

問題に関する公告」（以下「16

号公告」） 

 SATの 2009年 1月 8日付公

布「特別納税調整実施弁法

（試行）」国税発[2009]2号文

(以下「2号文」) 

 OECDおよび G20の 2015年

10月 5日付公布、BEPS行動

計画 13の報告書：「移転価格

関連の文書化および国別報告

書」（以下「BEPS行動計画

13」） 

 OECDおよび G20の 2015年

10月 5日付公布、BEPS行動

計画 8～10の報告書：「移転

価格算定の結果と価値創造の

整合性の確保」（以下「BEPS

行動計画 8～10に係る報告

書」） 

 OECDおよび G20の 2015年

10月 5日付公布、BEPS行動

計画 3の報告書：「外国子会

社合算税制（CFC税制）の強

化」（以下「BEPS行動計画

3」） 

 SATの 2014年 6月 30日付

公布「居住者企業による国外

投資および所得に係る情報の

報告に関係する問題に関する

国家税務総局の公告」（以下

「2014年 38号公告」） 
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 居住者企業が多国籍企業の最終持株会社であり、前事業年度の連結売上高が 55

億人民元を超える場合 

 当該居住者企業が、多国籍企業グループによって国別報告書の提出企業に指定さ

れた場合 

上述の規定に対し、42号公告はさらに最終持株会社の定義を明確にしている。最終持

株会社とは、多国籍企業に属する子会社の財務諸表を連結し、かつ他の企業の連結財

務諸表に含まれない企業を指す。これは BEPS行動計画 13における国別報告書の定

義と一致している。すなわち、「持株」の基準は、当該企業が会計において最後に連結財

務諸表を用意する企業であるかどうかであり、税法の関連者、または経営管理における

実際の支配（董事会による支配を含む）と直接関係がない。42号公告は、法人と恒久的

施設(PE)を含め、子会社に対する定義も BEPS行動計画 13における国別報告書と一

致している。 

上述の申告義務のほかに、42号公告は、以下の状況において、税務機関が特別納税調

査を行う際、企業が国別報告書を提出しなければいけないことを規定している。 

 多国籍企業グループがいずれの国に対しても、国別報告書を提出しなかった場合 

 多国籍企業グループは他の国に国別報告書を提出したが、当該国が中国と国別報

告書の情報交換システムをまだ確立していない場合 

 多国籍企業グループは他の国に国別報告書を提出し、当該国も中国と国別報告書

の情報交換システムを確立しているが、国別報告書は実際に中国と共有されていな

い場合 

以上の規定は、税務機関に対し、納税者グループの全体業務情報および利益情報を得

るための法規上の便宜を与えている。また、納税者による資料の準備、および情報の申

告に対し、更なる全面的な要求を出している。納税者はグループ全体における関連取引

の資料を準備し、それらの情報を開示しなければならない。 

また、42号公告は、「最終持株企業が中国の居住者企業の多国籍企業グループであり、

その情報が国家の安全に関わる場合、国の関連規定にしたがい、一部またはすべての

国別報告書の提出が免除できる」と規定されている。本条に従い、一部の中国多国籍企

業の国別報告書の提出が免除されと思われる。 

同時文書 

第 42号公告は、2号文による同時文書化規定に対して主に次の 4つの変更を加えてい

る。（i）文書の構成、（ii）文書作成義務における関連取引金額の基準、（iii）文書作成期

限、および（iv）文書の内容に関する要求 

1. 移転価格同時文書の構成 

2号文において、同時文書は、企業の関連取引が独立企業間原則に合致するか否かを

証明し、記録する単独の報告書と理解されている。一方、42号公告による同時文書は、

マスターファイル、ローカルファイル、および特殊事項文書から構成される。 

マスターファイルとローカルファイルの概念は、OECD/G20による BEPS行動計画 13

報告書における三層構造の移転価格文書化に基づいている。特殊事項文書は、費用分

担契約に関する文書と、過少資本状態にある企業が作成すべき文書を含む。「特殊事項

文書」という用語は新しいが、費用分担契約を持つ企業、および負債資本比率が過少資

本とされる基準を超える企業にとって、それらについての文書化義務自体は新しいもので

はない。2号文の第 7章（第 74条）および第 9章（第 89条）は、これらについての同時

文書化義務をすでに規定している。 

上述の通り、国別報告書は新表に取り入れられている。また、新表に含まれる「費用分担

契約表」、および「融資表」は、特殊事項文書を作成しなければならない納税者の識別を

容易にする。 



© 2016 KPMG, a Hong Kong partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 

Swiss entity. © 2016 KPMG Advisory (China) Limited, a wholly foreign owned enterprise in China and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 

KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

2. 同時文書作成義務における関連取引金額の基準  

周知の通り、2号文における同時文書の義務が発生する関連取引金額基準は 2億人民

元/4,000万人民元である。2号文第 15条によると、次の条件を満たさない企業は、同時

文書を準備しなければならない。（i）関連者との年間売買取引金額が 2億人民元以下、

かつその他の年間関連取引金額が 4,000万人民元以下の場合（ii）関連取引が実施中

の事前確認（以下「APA」）の対象である場合、または（iii）外資持分が 50%以下、かつ国

内関連者とのみ関連取引を行う場合 

42号公告において、下記のいずれかの条件に該当する企業はマスターファイルの作成

義務があるとしている。 

 国外関連者取引が発生し、且つ、当該企業を連結子会社とする最終持株企業が属

する企業グループはすでにマスターファイルを準備している。または 

 年間の関連者取引総額が 10億元を超える。 

一方、ローカルファイルについては、関連者取引の種類別に作成義務が規定されてい

る。具体的な規定は以下の通りである。 

 有形資産の所有権の譲渡金額（来料加工業務は年度における輸出入通関価格に

基づいて計算）が 2億元を超える。 

 金融資産の譲渡金額が 1億元を超える。 

 無形資産の所有権の譲渡金額が 1億元を超える。 

 その他の関連者取引（関連者役務取引、金融資産取引および有形資産と無形資産

の使用権の譲渡（すなわちレンタル料とロイヤリティ）の金額が 4千万元を超える。 

事前確認（APA）を実施する企業は、APAに係る関連者取引について、ローカルファイル

および特殊事項文書を準備しないことができる。かつ、ローカルファイル準備義務の有無

を判定する際に、APAに係る関連者取引の金額が対象外とされる。そのほか、中国国内

関連者とのみ取引を行う企業は、同時文書を作成しなくてもよい。2号文と比べ、当該規

定は納税者にとってより有利である。2号文においては、外資による持分が 50％未満

で、かつ中国国内関連者とのみ取引を行う企業は同時文書の作成が免除されたが、42

号文においては、中国国内関連者とのみ取引を行う企業であれば、外資による持分に関

係なく、一律に同時文書の作成義務が免除されている。 

特殊事項文書の作成義務については、金額基準が設けられていない。費用分担契約を

締結している企業、または過少資本規制に違反している企業（負債資本比率が 5：1を超

える金融機関、および 2：1を超えるその他の企業）は、国内関連者とのみ取引を行う企

業または APAに係る対象取引でない限り、すべて特殊事項文書を準備しなければいけ

ない。 

3. 作成期限 

納税者が歓迎できる改正は、ローカルファイルの作成期限が、2号文の定める関連取引

発生年度の翌年 5月 31日から、同 6月 30日へと変更されたことである。特殊事項文

書も同じ日までに準備しなければならない。また、マスターファイルは、最終親会社の会

計年度終了後 12か月以内に完成させなければならない。これは BEPS行動計画 13報

告書の推奨と合致する。 

納税者は、税務機関から要求された日から 30日以内に同時文書を提出しなければなら

ない 2号文では 20日以内に同時文書を提出しなければならなかった。 

4. 内容に関する要求 

 マスターファイルおよびローカルファイル 
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マスターファイルには、組織図、多国籍企業の事業、無形資産、関連者間の金融取引、

および財務と税務の状況を記載しなければならない。これらは、BEPS行動計画の推奨

とほとんど合致している。それらに加え、42号公告は、主な研究開発機関の機能、リス

ク、資産と人員など、企業グループ内各事業実体が締結した二国間 APA（BEPS報告書

はユニラテラル APAの開示を要求する）、および企業グループの国別報告書を準備、提

出する法人の名称と所在地の記載を要求している。次に、42号文によるマスターファイ

ルに開示される企業再編に関する要求は、BESP報告書より詳細、且つ厳密である。42

号文は、企業の再編を、事業再編（産業構造の調整、企業グループ内企業の機能、リス

クまたは資産の移転）および法律形態の変更（債務再編、持分買収、資産買収、合併、

分割等）に分けている。 

ローカルファイルの開示内容については、42号文が 2号文の枠組みをほぼそのまま継

承し、主に i）企業概要 ii）関連関係 iii）関連者取引ⅳ）比較性分析およびⅴ）移転価格算

定方法の選定および使用と五つのカテゴリについて、情報開示を求めている。それぞれ

のカテゴリの開示内容について、42号文は、含めるべき情報や関連資料等詳細な説明

を行っている。一方、移転価格文書化に関する BEPS行動計画 13は、ローカルファイル

の開示内容をさほど詳しく規定していない。ただし、多くの内容について、42号文が要求

している提出資料は、BEPSの移転価格文書化に関する報告書が求めるであろうと推定

される内容の範囲を超えていない。 

42号公告と BEPS行動計画の大きな相違の一つは、第 14条第 3項である関連者取引

に関する規定にあるバリューチェーン分析である（2号文にもそのような規定はない）。そ

の規定によると、中国納税者が関与する多国籍企業のバリューチェーンに係る大量の情

報を開示せねばならない。具体的には、①、属する企業グループのグローバル利益配分

方法と、実際どのように利益が配分された等、各国における利益の配分の概要、②、バ

リューチェーン上の各関係者の直近会計年度の財務諸表、および地域性特殊要因の企

業の価値創造に対する貢献の測定及びその帰属、および③、最初の製品設計・研究開

発から、製造、マーケティング、引渡、アフターサービスおよび循環利用までのすべての

段階に係る取引、物及びキャッシュのフローに関する情報開示が必要とされている。当規

定により、ローカルファイルに含むべきバリューチェーンに関する量的・質的な情報のレベ

ルは、BEPS行動計画の国別報告書の要求を遥かに上回っている。 

ローカルファイルに関する規定には、バリューチェーン分析のほか、中国の特徴がある規

定がいくつかある。関連者間取引の価格設定に影響を与える要因として、“ロケーション・

セービング、マーケット・プレミアム等の地域特殊要因について、具体的に説明すべきとさ

れている。それは、バリューチェーン分析にある「地域性特殊要因の企業の価値創造に

対する貢献の測定及びその帰属」との規定と整合している。また、42号公告は、移転価

格算定方法の選択と使用に関する規定において、「いずれの移転価格算定方法を選択

するかを問わず、グループの全体利益または残余利益に対する企業の貢献について説

明 しなければならない」としている。 

2号文は、同時文書にバリューチェーン分析と地域特殊要因分析を含むべきとしていな

いが、移転価格調査またはリスク評価の議論において、これらの資料の追加提出がしば

しば求められてきた。ローカルファイルにバリューチェーン分析および地域特殊要因分析

を追加することは、SATが、中国納税者に対して多国籍企業のバリューチェーンから合

理的、かつ公平な利益配分を受けることを確保しようとする努力の表しであると言える。こ

の規定を実行後、ローカルファイルから、機能リスクと利益配分との不整合が容易に見つ

かることとなる。 

加えて、第 14条において、対外投資、関連者間の持分譲渡および役務取引について開

示を強く求めている（デューデリジェンス報告書および資産評価報告書を含む）。２号文

は、対外投資と関連者間の持分譲渡について明確に開示を求めておらず、また役務取

引に関する開示要求は、その他の種類の取引と相違がない。対外投資については、“対

外投資プロジェクトの運営データを含む対外投資プロジェクトのデータ”等非常に詳細な

情報開示が求められている。ローカルファイルの記載項目として、対外投資、関連者間の

持分譲渡および役務取引が加えられたことは、SATが被支配外国企業／居住者（非居

住者）規定を重点業務として見ている可能性がある。また、それは、企業買収と海外向け

役務料金支払いを引き続き注視していくことを反映している。なお、OECD/G20 BEPSプ

ロジェクトの重要な成果の一つは、行動計画 8－10に詳述されている低付加価値役務に

関するセーフーハーバー規定および情報開示の簡略化に関する提案である。42号公告
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の内容から、SATがこの提案を国内法に取り入れる意思が窺がえないことにご留意いた

だきたい。 

財務データについては、42号公告は、“種類の異なる業務と製品別に収入、原価、費用

及び利益”の開示を追加している。その規定は、税務当局が種類の異なる業務と製品別

に移転価格分析を行うための手助けになる。 

一方、2号文が開示を要求している一部の情報は、42号公告によるローカルファイルか

ら削除されている。削除項目は、グループ連結財務諸表（マスターファイルに含まなけれ

ばならない）、および「企業機能・リスク分析表」である。特に、納税者の多くは、「企業機

能・リスク分析表」は詳細過ぎ、かつ伝統的な製造業以外の納税者にとって、作成が困難

と考えられてきたため、その削除は納税者から多くの支持を得ると想定される。2号文に

比べると、42号公告は、ローカルファイルに情報を開示すべき関連者として、直接または

間接的に企業の持分を保有する関連者、及び企業と取引 を行う関連者を含むと明確に

規定している。 

 特殊事項文書 

特殊事項文書には、費用分担契約、および過少資本状態にある企業に関する文書が含

まれる。BEPS行動計画 8～10報告書は、OECD／G20が検討してきた、費用分担契

約に関する改正移転価格ガイドラインを記載する。同報告書には費用分担契約に関する

文書化規定は含まれないが、42号公告の第 16条の特殊事項文書に関する要求は、

OECDの枠組みと一致すると見られる。2号文と比べて、唯一の実質的な変更点は、費

用分担契約から得る予測収益の開示要求である。昨年、SATが、費用分担契約管理に

ついて改正を行ったことにも留意すべきである（第 45号公告。詳細は、チャイナタックス

アラート第 16回（2015年 7月）を参照）。 

過少資本状態にある企業に対する文書化要求は、２号文の内容とほぼ一致するが、「非

関連者が検証対象の金融取引の条件を受け入れることができ、またそれを積極的に受

け入れるかどうか」という観点から、納税者に対する要求を追加せねばならない。 

関連取引表への変更 

114号公告における旧表というのは、9表である。旧表と比べて、新表の数量は 22表ま

で増加している。新表は意見募集稿に従い、納税者、国外関連者および関連取引の開

示情報への要求を大幅に強化している。また、意見募集稿で提出された年度企業所得税

の納税申告を行う際、「中華人民共和国企業年度関連取引往来報告表」において、国別

報告書に記入すべき具体的な内容を明確にしている。新表と旧表の比較を以下のように

まとめる。 

情報 114号公告／旧表 42号公告／新表 

申告企業  無し  申告企業情報表（入力必須） 

関連関係  関連関係表（表一） 
 関連関係表 

 国外関連者表 

関連取引 

 関連取引総括表（表二） 

 売買表（表三） 

 役務表（表四） 

 無形資産表（表五） 

 固定資産表（表六） 

 融通資金表（表七） 

 企業年度関連業務往来サマ

リー（入力必須） 

 有形資産所有権取引表 

 無形資産所有権取引表 

 有形資産使用権取引表 

 無形資産使用権取引表 

 金融資産取引表 

 融通資金表 

 関連役務表 

 権益投資表 

関連投資 

 対外投資状況表（表八、

SAT公告[2014]第 38号

により廃止された） 

 無し（年内に新しい取引が発

生する場合、金融資産取引表

にて開示する必要がある） 

https://home.kpmg.com/cn/en/home/insights/2015/08/china-tax-alert-1507-16-administration-on-cost-sharing-agreement.html
https://home.kpmg.com/cn/en/home/insights/2015/08/china-tax-alert-1507-16-administration-on-cost-sharing-agreement.html
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 申告企業についての情報 

新表は、申告企業について次の詳細な情報を求めている。（i）基本情報（例 :企業が登録

する際の中国語の名称、納税者番号または統一社会信用番号、 経営範囲、登録地、

国・地方レベルの所轄税務局、適用される会計基準または会計システム、最終持株会社

の名称、および同時文書の有無）（ii）社内組織構成（例：各部門の職責と業務プロセス、

組織内各部門の平均従業員数）（iii）高級管理職の情報（ID情報を含む）（iv）上位 5名の

株主の情報（例：ID情報、所有の開始日、持分比率情報など） 

 関連者についての情報 

新表は関連者にかかわる関連関係表と国外関連者表の二つを含む。関連関係表は入

力必須である。 

関連関係を開示するに当たり、「自然人」との関連関係も所定様式に開示する必要があ

る。この開示は、意見募集稿における関連関係の定義拡大と整合するものである。「自然

人」を関連関係の一つに含める場合、納税者はその人物の IDの種類と番号などの情報

を開示する必要がある。加えて、表は、各関連者の開始日時および停止日時、各関連関

係の存続期間と、各課税年度中に申告企業との間で取引が行われたかについて開示を

求めている。このような開示により、新設、清算、合併・買収など、関連関係が変化する可

能性のある重要な関連取引が、税務機関に対してより透明になる。 

国外関連者表は、納税者に、各種類の関連者取引（具体的に下記の関連者取引情報を

参照）に関与した国外関連者の上位５社に関する情報を報告することを求めている。要

求される情報は、関連者の名称、登録場所および事業地、事業活動（産業区分を含む）、

登録および払込資本金、実効税率、享受する税制上の優遇、属する業界、納税年度の

開始日と停止日、上場の有無、および独立採算を採用するか否か、財務諸表を作成する

か否かである。これらの情報を入手することにより、重要な国外関連取引の情報の収集

と調査が促進され、また将来の各国税務当局間で情報を容易かつ迅速に交換できる。 

 関連取引についての情報 

新表で要求される関連取引についての情報は、有形資産と無形資産、有形資産と無形

資産の使用権、金融資産取引、資金融通および役務取引の 7種類の取引に区分でき

る。関連取引は、より厳格に定義された範疇に区分され、また、それはローカルファイル

作成義務の発生基準に用いられる国外関連取引の各範疇に対応する。従って、税務当

局は、この開示情報をもとに、ローカルファイルの作成義務を負う納税者を容易に判定す

ることができる。また、新表は、税務局が各関連者取引を具体的に分析する際に役に立

つ。 

費用分担契約  無し  費用分担契約表 

海外支払  海外送金状況表（表九）  海外送金状況表 

関連取引の財

務分析 

 無し（2号文第 3章の移

転価格文書化要求により

カバー） 

 年度関連取引財務状況分析

表（単体） 

 年度関連取引財務状況分析

表（連結） 

国別報告書  無し 

 国別所得・納税・経営活動表 

 国別所得・納税・経営活動表

（英文） 

 多国籍企業グループに属す

る企業リスト 

 多国籍企業グループに属す

る企業リスト（英文） 

 付属説明表 

 付属説明表（英文） 
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旧表は関連取引総額の 10%を超える取引の開示を求めていたが、新表のいくつか（融

通資金表および権益投資表を除く）は、取引高上位 5社の開示を求めている。納税者

は、SAT所定のリストに基づき、取引対象物を正確に開示することが求められる。例え

ば、無形資産使用権の移転取引について、納税者は、対象無形資産の性質を、「特許

権」、「非特許技術」、「商業機密」、「商標」、「ブランド」、「顧客リスト」、「販売チャンネ

ル」、「市場調査の結果」、「フランチャイズ」、「政府認可」、「土地使用権」、「のれん」、「著

作権」、「その他の無形資産」の中から選ぶ必要がある。これらの情報は、税務当局が、

異なる種別の関連取引に対してより焦点の合った審査と調査を実施することに役に立

つ。 

金融資産取引について、新表は「売掛金」、「受取手形」、「その他の債権」、「株式投資―

上場企業」、「株式投資―非上場企業」、「債権投資」、「金融派生商品による資産」および

「その他の金融資産」の開示を求める。また、関連者間の持分譲渡をこの表で開示する

必要がある。 

また、融資取引について、新表は、金利情報を削除するなど、旧表に比べて融通資金表

を簡素化したが、新表の記入要領は、旧表が明示していなかった金融取引種別を追加で

特定した。これらには、信用貸付、保証貸付（保証付貸付、抵当権付貸付、質権付貸付な

ど）、割引手形、ファイナンスリース、利息付前渡、利息付延払、キャッシュ・プーリング、

その他の金融取引が含まれる。 

旧表において、過少資本判定のための負債資本比率の計算方法はきわめて主観的であ

った。まず、何が関連貸付または資本になるのか判断する必要があったことに加え、納税

者は、権益性投資と債権性投資を、それらの月初および月末残高の平均値を用いて、毎

月計算する必要があった。これは、結論しか表示しない旧表には反映されず、また、税務

当局にとっても、具体的な計算方法を示すことができず、データの信頼性も検証できなか

った。 

新表は以前の計算方法に伴う問題を解決できる。新表の新しい計算式によれば、平均関

連貸付総額は、期中に実行した関連貸付すべてについて「貸付額×実際の貸付日数÷３６

５日」で計算し、それらをすべて足したものに等しい。新表の「融通資金表」は、この計算

に必要なデータに対する要求を記載する。同様に、新表の「権益投資表」は、特定年度の

各月における所有者持分、払込資本金、資本剰余金それぞれの加重平均の記載を求め

る。これら二表に記載された平均額は、過少資本判定のための負債資本比率計算のた

め、企業年度関連業務往来サマリーに自動入力される。 

 費用分担契約の情報 

費用分担契約を持つ企業に対する特殊事項文書作成要求と整合させるため、費用分担

契約についての開示様式が関連取引表に含まれる。開示企業は、費用分担契約の期

間、開始日および終了日、実際に発生したコストと現在までに得られた収益、費用分担契

約終了までに得られる予想総収益、費用分担契約参加者の基本情報、費用分担契約参

加者の間で実際に分配されたコスト、新たな参加者による Buy-In支払い、退出者に対す

る補償金などの情報を含む様式を作成する必要がある。 

この表は、45号公告と一致している。費用分担契約の管理が事前審査から事後届出に

変更された。納税者は、費用分担契約署名の日から 30日以内に所轄税務局にその写し

を提出しなければならない。また、企業が所得税確定申告をする際に、費用分担契約表

を開示せねばならない。 

 海外支払の情報 

新表は、旧表と比べ、納税者に対して中国外に送金される種々の役務料金支払（コンサ

ルティング料、トレーニング料、アフターサービス料など）を個別に開示することを求めて

いない。新表は、外貨送金管理簡素化に向けた変更に対応し、源泉徴収額、および支払

者が租税条約の恩典を享受しているかについての情報開示を省いている。それに加え、

新表は海外支払の金額は発生ベースで開示すべきことを明記している。旧表においてそ

の点は明確ではなかった。 
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 関連取引の財務分析（単体および連結ベース） 

新表による財務分析は、現在要求されているものと同じく、関連取引と非関連取引セグメ

ント損益表の作成で、特に配賦基準について説明を求めている。2号文では、このセグメ

ント損益表を同時文書に添付することが求められている。報告対象年度において、連結

財務諸表を作成する企業は連結監査報告書に基づき、年度関連取引財務状況分析表

（連結）を作成する。 

 国別報告書 

当該表は、BEPS行動計画 13報告書の国別報告書の要求に一致し、かつ参考にしてい

る。その中で、55億人民元の国別報告書の作成基準は、BEPS行動計画 13報告書が

定める 7.5億ユーロにほぼ等しい。また、42号公告は、最終親会社と子会社の会計年

度末が異なる場合の指針も与える。そのような場合、納税者は、報告する収益、利益、税

費用を、企業グループの連結金額に合わせる必要はない。また、国や地域との会計基準

が異なる場合も調整する必要はない。 

納税者は、国別所得・納税・経営活動表において、各納税管轄区の収入、収益、従業員

数、資産、納税状況などを開示しなければならない。多国籍企業グループに属する企業

リストにおいて、各納税管轄区の企業の実体に基づき、主要業務活動を選択するべきで

ある。付加説明表は自由記述式のリストであり、主にデータの出所や当該年度のデータ

の出所の変更状況および影響を記入する。また、多国籍企業グループに属する企業リス

トの主要業務活動に「その他」をチェックする企業は、付加説明表に具体的な業務説明を

開示する必要がある。 

国別報告書は、多国籍企業の収益、利益や関連の納税状況が、各課税地域、またはそ

のバリューチェーン上で活動する各拠点／国の間でどう配分されているかについて税務

当局の予備的な理解に役立つ。 

KPMGの所見 

総じて言えば、42号公告は、BEPS行動計画の推奨を中国国内法とするべく、SATによ

る最初の公約である。以下、42公告による変更の主な意味合いをまとめる。 

関連関係および関連者取引 

資金融通および実質業務の支配による関連関係に関して、2号文と比較して、42号公告

はさらに詳しく規定している。また、42号公告は「双方は実質上他の共同利益を所有す

る」と規定し、関連者企業の認定を拡大している。  

金融資産の譲渡を明確に関連者取引の一種類とすることは中国税務機関が金融分野の

取引の問題に注目していることを示す。関連納税者は将来の業務および税務計画にお

いて、中国移転価格税上のコンプライアンス要求を考える必要がある。株式譲渡は当該

種類の関連取引に含まれ、株式譲渡は税務機関が関心を持っている問題であることは

留意しておくべきである。 

ローカルファイルの準備についての考慮 

全体的に、42号公告におけるローカルファイル作成義務発生の要求は 2号文より厳格

になっている。納税者は、さらに多くの情報を開示し、より完全なる分析を行なわなけれ

ばならない。例えば、42号公告には、「異なる類型の業務および製品により、収入、原

価、費用や利益」の要求が追加されている。当該規定は、異なる類型業務や製品によっ

て、税務当局が移転価格分析を実施する際に役に立つ。42号公告には、納税者に異な

る種類の関連者取引について単独の分析を求めていないが、税務当局が異なる種類の

関連者取引について単独の移転価格分析を必要とすれば、納税者は異なる種類の関連

者取引が独立企業間原則に従っていることを検証しなければならない。それは、中国納

税者の会社利益を検証する従来の方法がもはや十分でないことも意味する。 
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多国籍企業のバリューチェーンに関わる定量的情報をローカルファイルに記載すること

は実務的に困難である。なぜなら、多国籍企業の中国子会社がそのような情報を容易に

入手することはおそらくできないからである。２号文の文書化規定は、バリューチェーンに

関する定量的情報や特殊要因分析を要求していないものの、移転価格調査／リスク評

価において、税務当局がこれら情報の提出を求めることはよくある。ローカルファイルにこ

の情報が含まれたことは、SATが、中国納税者はグローバルバリューチェーン上の利益

の「公正な」配分を必ず得るべきであり、また潜在的な不整合は、マスターファイルや国別

報告書を参照せず、ローカルファイルから容易に発見すべきであると意識していることを

示す。42号公告では、「どの移転価格方法を選んでも、企業がグループ全体における利

益や残余利益に対する貢献」を明確に示すことを要求している。これは、中国納税者が

多国籍企業のグローバルバリューチェーンにおいて「公正な」利益配分を望む SATの態

度を別の方面から証明していると言える。 

BEPS行動計画 8-10報告書はロケーションセービングや市場特性の概念について述べ

らている。中国国税総務局は、これまで地域特有の優位性を非常に注目している。した

がって、42号公告において地域特有の優位性に触れていることは意外ではない。42号

公告および意見募集稿における地域特有の優位性の議論は、BEPS移転価格無形資

産報告書と比べるとやや詳細に欠ける。これは地方税務機関にさらなる解説や応用を委

ねる。また、地域特有の優位性に関して、どのような定量的分析方法により納税者は税

務当局の要求を満たせるか考えるべきである。 

全体的な要求はより厳格になったが、42号公告は、同時文書準備の免除条件に対して

調整を行った。すなわち、以前は、外資持株が 50％以下かつ国内関連者とのみ関連取

引が発生する企業が免除の対象であったが、42公告では、外資持株比率に関係なく、

国内関連者とのみ関連取引が発生するすべての企業まで拡大された。この規定によっ

て、ローカルファイルを準備しなければならない納税者の数が減少すると考えられる。 

過少資本 

新表により、関連負債資本比率の計算方法はより厳格になった。また、関連負債に含め

るべき金融手段が広がり、例えば、キャッシュ・プーリング、ファクタリング、ファイナンスリ

ース、利息付前渡金残高を含むようになった。また、一部の関連負債残高は頻繁に変動

するため（例えばキャッシュ・プーリング残高は毎日変動する）、かつての毎月末残高に

基づく計算に比べて、関連負債資本比率を操作することはより困難になった。 

対外投資、関連者間の持分譲渡および関連役務取引の開示 

過去数年、SATが対外投資、関連者間の持分譲渡および関連役務取引に優先的に注

目していることを考えると、ローカルファイルにおけるこれら取引の詳細開示要求は驚くに

あたらない。 

関連者役務取引について、OECD／G20による BEPSプロジェクトの一つの重要な成果

は、BEPS行動計画 8～10報告書が詳述する、低付加価値グループ内役務に関わるセ

ーフハーバールールと簡易文書化についての提案である。SATはこの提案を国内法に

取り入れないことを選んだようである。それは、すべての関連役務取引は潜在的に高リス

クであり、中国外に所得を移転するおそれがあると、SATの長期に亘る懸念を反映した

ものである。SATのこの対応は、「国家税務総局の企業の国外関連者への費用支払に

係る企業所得税の問題に関する公告（以下「16号公告」）が定める、OECDの枠組みよ

りはるかに洗練された便益テストと共に、移転価格税制執行実務における関連役務取引

調査の強化を明らかに反映したものと考えられる。 

対外投資について、詳細な情報開示要求は SATが被支配外国法人/居住者（非居住者）

条例を重点業務として見ている可能性がある。BEPS行動計画 3において、どのように

被支配外国法人に関する規則を制定するかについて具体的な意見を提案している。この

方面における SATのさらなる提言を期待している。 

関連持分譲渡の場合、過去数年、この種類の関連取引は各地方税務局の調査重点にな

っている。今回、SATは正式に持分譲渡を関連取引の一種類と明確にしている。これに

より、今後、企業が移転価格を実施する際、関連持分譲渡はより厳格な審査を受けると
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いうことを示す。新表の金融資産取引表を結合し、「申告企業情報表」において上位 5の

株主と持株構成の変化（当てはまる場合）について情報開示を求め、また「関連関係表」

において関連関係の開始・終了日の開示を求めているため、税務当局は、これらの表を

使用し、より簡単に企業の新設、清算、持分譲渡などの情報を得ることができるようにな

る。 

国別報告書の申告 

注意すべきことは、国別報告書を、納税申告の一部として、納税年度の翌年の 5月 31

日に申告することである。国別報告書を準備すべき中国の多国籍企業、かつ国別報告書

の主体が中国納税企業にとって、準備時間は緊迫している。第八条は企業が延期を求

めれば、税務徴収管理法および当該実施細則により申請できることを指摘しているが、

税務局が延期申請を考慮するかは未知である。 

42号公告は「最終持株企業が中国の居住者企業である多国籍企業グループである場

合、その情報が国家の安全に関わる場合、国の関連規定に基づき、一部またはすべて

の国別報告書の申告を免除できる。」と規定されている。BEPS行動計画の目的は税務

管理の透明化であり、当該公告が濫用されると、中国に対する一定の国際的な圧力を招

いてしまう恐れがある。 

国別報告書による情報収集 

2014年 9月、OECDは、三層構造の移転価格文書化、すなわちマスターファイル、ロー

カルファイル、国別報告書による移転価格文書化を提案した。2015年 2月、その提案は

G20によって承認された。多国籍企業のある年度の営業収益が特定の基準を超えた場

合、その多国籍企業は、税務当局に対して、収益、利益、従業員、資産、税費用などの国

際配分に関わる情報を開示しなければならない。 

中国は、長年、多国籍企業の全世界における活動に関する情報の入手が重要であるこ

とを強調してきたが、その実現には多くの障害があった。国別報告書により、税務当局は

多国籍企業の経済活動を世界的に俯瞰することができ、また移転価格設定が多国籍企

業の事業拠点の課税所得に与える影響を分析できる。例えば、以下の事柄について理

解できる。 

 事業を行う課税国（地域）により、その多国籍企業が租税回避地または低税率国に

所在するかどうかについて概観できる。 

 関連者および非関連者からの収入により、利益が移転価格設定方針の影響を受け

るかどうかについて概観できる。 

 税引前利益（損失）により、多国籍企業の課税地域ごとの損益ポジションを概観でき

る。 

 繰延税額と支払税額により、多国籍企業の納税状況を概観できる。 

 登録資本金、有形資産と従業員数により、多国籍企業の事業規模および実質を概

観できる。 

各税務管轄地域における各企業の主要業務内容の選択により、各企業がバリューチェ

ーンにおいて果した機能、リターンおよび納税状況などを含むグループ全体の状況を短

期間で把握できる。 

国別報告書表は単純で、僅か二つの表と、納税者説明用に、一つの自由記入式の表を

含むのみである。国別報告書に含まれる情報は有用であるが、ローカルファイルに含む

べき厳格な機能・リスク分析を代替するものではない。このように、国別情報は、マスター

ファイル、ローカルファイルと共に、税務当局による移転価格リスク評価および移転価格

調査対象企業選定の助けとして参照できるものの、移転価格調査開始の唯一の根拠と

すべきではない。 
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国別報告書における開示要求と開示説明における多国籍企業が税務管轄地域（企業の

登録地ではない）に基づき情報を開示する要求は、BEPS税務および価値創造に一致す

る。 

もう一つの留意点は、国別報告書は中国語と英語で作成しなければならないことである。

これは、将来、税務当局間における国際情報交換の基盤となる。OECDの工程表による

と、BEPS行動計画 13の移転価格文書化についての提案は 2016年 1月 1日以降有

効になる見込みであるが、政府間の情報交換メカニズムは 2017年 12月 31日、すなわ

ち最初の国別報告書申告期限以後に発効する予定である。 

変化する移転価格環境 

改定中国移転価格税制通達の公布日は現時点で明確ではないものの、意見募集稿によ

る新たな多くの概念（例えば、無形資産、移転価格調査・調整の概念）が、各地の税務局

による移転価格リスク評価／調査実務にすでに適用されている。納税者は、税務局が、

意見募集稿のより厳格な規定に基づいて、移転価格文書を審査することに備えるべきで

ある。それに加え、SATと全国の税務局は、比較性分析を行い、移転価格調査対象を選

定するためのデータ監視システムの開発に多くを投資している。今後、同時文書や関連

取引表による開示がこの監視システムに入力され、全国で連携のとれた調査が展開され

ることは十分予想される。 

三層構造の移転価格文書とより複雑な関連取引開示表の導入に伴い、納税者は、今

後、より厳格にその移転価格業務を管理する必要がある。移転価格政策は豊富でなくて

はならず、また、開示される情報は、マスターファイル、ローカルファイル、国別報告書、

関連取引開示表の間で整合されなければならない。これを契機に、納税者は、その移転

価格リスクを積極的に管理するため、自らの既存の移転価格アプローチの検証、改善を

行わねばならない。 
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